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女性相談等の状況について（令和６年度実績）        （資料１） 

 

(１) 女性相談の状況 

 
① 県内の女性相談の受付状況 

 

 令和６年度の県内の女性相談の受付人数は、全体で1,972人でした。そのうち、女性相談支援セ

ンターでの相談受付人数（実人員）は1,205人、県福祉事務所の女性相談支援員等（３名）の相談

受付人数（実人員）は148人、市の女性相談支援員等（17名）の相談受付人数（実人員）は619人

でした。    

 

 

② 女性相談支援センターの相談受付状況 

 

令和６年度の相談受付延べ件数は 5,686 件であり、過去 4 番目に多い件数となっています。う

ち、来所相談では「夫等からの暴力」が 196 件と最も多く、来所相談全体の約 61％を占めていま

す。また、電話相談では「精神的問題」が3,075件と最も多く、電話相談全体の約58％を占めてい

ます。 

 

＜経路別相談受付状況の推移＞ 

 
 
 

＜年齢別相談受付状況（令和６年度）＞ 
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来所相談 226 6 1 30 1 1 265

電話相談 6,223 99 16 2 83 88 140 9 21 16 12 61 26 6,796

その他の相談 169<46> 1<1> 1<1> 2<2> 2 175<50>

計 6,618 105 16 2 84 89 171 10 23 16 12 64 26 7,236

来所相談 280 4 4 1 49 2 5 1 346

電話相談 6,464 117 49 4 123 54 173 7 24 6 8 49 47 7,125

その他の相談 86<47> 4<4> 2<2> 2<2> 94<55>

計 6,830 121 49 4 127 55 226 11 26 6 8 54 48 7,565

来所相談 265 2 1 47 1 1 2 319

電話相談 4,714 84 46 4 77 41 181 3 21 12 1 5 48 47 5,284

その他の相談 66<41> 1<1> 11<11> 2<2> 1<1> 2<2> 83<58>

計 5,045 84 48 4 78 42 239 3 23 14 1 6 50 49 5,686

※「その他の相談」はEメール、訪問等での相談を含む。〈　〉内はEメール以外の相談　再掲

R6年度

 　経路

年度　　 相談形態

R4年度

R5年度

（件） 

（件） 

区  分 18歳未満

来所相談 3

電話相談 13

その他の相談 1<1>

計 17

※「その他の相談」はメール、訪問等での相談を含む。〈　〉内はメール以外の相談　再掲

5,68653048 823 523 1,369 945 1431

83<58>

5,284

319

計
18～20歳
未満

20歳代 30歳代 40歳代 60歳以上 不明

12 54 79 102 40 21 8

50歳代

519

17<14> 30<25> 22<12> 8<5> 2 3<1>

36 752 414 1,245 897 1,408
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＜相談主訴別・形態別受付状況＞ 
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（参考）外国人からの相談受付状況                          （件） 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 資料：子ども女性相談センター調べ 

 
 

(２) 一時保護所・女性自立支援施設の利用状況 

 
① 一時保護の状況 

 

令和６年度中に一時保護された女性は57人（延べ日数894日）で、その同伴家族（子ども等）は

31人となっています。このうち、配偶者等からの暴力の被害者が25人で全体の40％を超えており、

その同伴家族は22人となっています。令和６年度中の一時保護のうち、一時保護委託の件数は７件

でした。 

 

＜延人員及び延日数の推移＞ 

 

 

 資料：子ども女性相談センター調べ 

単身 母子 計 単身 母子 計 単身 母子 計 単身 母子 計 単身 母子 計 単身 母子 計

26 20 46 225 187 412 41 12 53 380 100 480 42 15 57 501 393 894

同伴児

計

区分
R4年度 R5年度 R6年度

延人員 延日数 延人員 延日数 延人員 延日数

本　人

37 395 22 198 31 801

1,69583 807 75 678 88

来所相談

電話相談

その他の相談

一時保護

※「その他の相談」はメール、訪問等での相談を含む。〈　〉内はメール以外の相談　再掲

8

R4年度 R5年度 R6年度

実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員

11

1<1>

4 5 1 3 0 0

3<3> 9<9> 1<1> 1<1> 1<1>

10 85 11 42 9 20

9 15 4 5
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＜一時保護所入所理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜退所後の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       資料：子ども女性相談センター調べ 

 

 

② 女性自立支援施設「玉藻寮」の状況 

  

 令和６年度の女性自立支援施設「玉藻寮」入所状況については、実人員（本人）が 12人、延日数

は610日でした。困難女性支援法の施行に伴い、一時保護日数による一律の入所要件を見直し、個々

のケースの状況等を勘案し、中・長期的な支援が必要と判断されるケースを入所対象としたため、

入所者数は減少しましたが、入所後長期化するケースは多く、延べ入所日数はほぼ横ばいです。入

所理由は「親の暴力」が5件（41.7％）で最も多くなっています。 

  

  ＜利用実人員及び延人数の推移＞ 

 

 
 
 
 
 
 

資料：子ども女性相談センター調べ 
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＜入所理由＞ 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

＜退所後の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：子ども女性相談センター調べ 

 

 

(３) 配偶者からの暴力に関する相談状況 
 

① 配偶者暴力相談支援センター（子ども女性相談センター）での相談状況 

 

配偶者暴力防止法では、県が設置する女性相談支援センターなど適切な施設が、配偶者暴力相談

支援センターとして被害者の相談に応じ、一時保護を行うこととされており、本県では子ども女性

相談センターが唯一の配偶者暴力相談支援センターとなっています。全国で配偶者暴力相談支援セ

ンターの機能を果たす施設は、令和７年８月１日現在 323か所となっており、令和５年度には全国

で126,743件（内閣府資料）の相談が寄せられました。  

県子ども女性相談センターが受け付けた「夫等の暴力を主訴とする相談」件数は、令和３年以降

1,000 件を超える水準が続いており、令和６年度は 1,075 件となっています。相談者の内訳を見る

と 98.3％が女性で、20歳代から 40歳代が約６割を占めています。また、本人から直接相談があっ

たのは66.7％ですが、知人・縁故者からの相談も3.2％ありました。なお、「妻からの暴力」を主訴

とする男性からの相談も一定数あります。 

  相談の結果、一時保護等に至った人の数は減少傾向にあります。また、その状況を見ると、子ども

を同伴している人も多く、子どもへの支援も必要になっています。  
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「夫等の暴力を主訴とする相談」件数 

    （年度） H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R５ R６ 
 相談件数 631 649 644 788 914 934 1164 1022 1167 1075 

  妻からの暴力 0 1 12 7 6 11 11 10 17 18 

対27年度比（％） 100.0 102.9 102.1 124.9 144.8 148.0 184.5 162.0 184.9 170.4 

 

 

「夫等の暴力を理由とする」一時保護等の状況 

（年度） H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R５ R６ 

一時 

保護所
 

利用者数 53 45 41 48 41 26 33 29 24 25 

利用者の同伴児数 35 26 19 34 25 18 21 35 19 22 

女性自立 

支援施設 

利用者数 19 14 17 12 14 10 11 12 11 2 

利用者の同伴児数 12 5 8 13 7 3 8 16 6 2 

 

資料：子ども女性相談センター調べ  
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② 警察での配偶者暴力防止法に基づく相談対応状況 

 

  配偶者暴力防止法に基づく相談対応件数は、平成27年までは年間200件前後で推移していました

が、平成28年以降は年間400件以上に急増し、令和３年以降は500件を超え、令和６年は624件で

した。 

  また、配偶者暴力防止法に基づく保護命令の件数は、平成 29年の 54件をピークに、以後減少傾

向にあり、令和６年は16件となっています。 

 

県警察での相談対応件数と受理した保護命令通知件数 

（年） H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R５ R６ 

相談対応件数 183 456 484 432 452 376 551 504 540 624 

保 

護 

命 

令 

通 

知 

受 

理 

件 

数 

退去・接近禁止・電話等禁止命令 6 12 10 5 10 7 2 4 4 7 

退去・接近禁止命令 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

接近禁止・電話等禁止命令 17 31 36 22 19 21 9 11 16 8 

接近禁止命令のみ 10 6 8 2 2 2 2 1 2 1 

退去命令のみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計件数 34 50 54 30 31 30 14 16 23 16 

（参考）全国保護命令件数 
2,400 2,082 1,826 1,700 1,591 1,465 1,335 1,111 1,165 

集計

中 「男女共同参画白書最高裁判所事務総局資料」 

※ 相談対応件数とは、配偶者からの暴力等の相談・援助要求・保護要求等を受け、又は被害告訴状を受理し、「配偶者から

の暴力相談対応票」を作成した件数をいう。 

※ 保護命令通知受理件数とは、裁判所により保護命令が発令された際に、香川県警察本部が裁判所から受け取った「保護

命令があった旨の通知文書」の件数をいう。 

資料：香川県警察本部調べ  

 

 
  

【用語解説】 
   

     
 ● 保護命令  

  

配偶者等からの身体に対する暴力や、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫によっ

て被害者の生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき、被害者からの申立てによ

り、裁判所が相手配偶者等に対して発する命令。保護命令には①被害者への接近禁止命令、②

被害者への電話等禁止命令、③被害者の子への接近禁止命令、④被害者の子への電話等禁

止命令、⑤被害者の親族等への接近禁止命令、⑥退去等命令の６つの種類がある。保護命

令に違反すると、２年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられる。 
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(４) その他相談状況等 

 

① かがわ男女共同参画相談プラザの相談受付状況 

 
  令和６年度のかがわ男女共同参画相談プラザの相談件数は、一般相談のみで 770 件でした。相談

内容については、医療関係、家庭の問題に関する相談が多くなっています。 

 

 ＜対応方法別＞ 

  R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

一般相談 

電話相談 1,503 1,488 1,388  1,102 844 758 

面接相談 73 33 52 17 21 11 

その他（メール） 57 78 66 4 1 1 

特別相談 
法律相談 3 0 2 0 1 0 

こころの相談 0 0 0 0 0 0 

合計 1,636 1,599 1,508 1,123 867 770 

 

 ＜相談内容別＞ 

  R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

家庭の問題 527  506  415  289  270 147 

うち配偶者 297  276  183  134  129 66 

うち配偶者暴力 4  4  16  4  7 2 

うち子ども 109  141  112  76  66 23 

うち親族など 121  89  120  79  75 58 

男女問題・セクハラ等人間関係 253  137  157  102  122 86 

経済関係 94  47  163  160  45 44 

医療関係 459  433  378  269  179 303 

その他 7  26  6  8  5 14 

問い合わせ等 296  450  389  295  246 176 

合計 1,636  1,599  1,508  1,123  867 770 

 

資料：かがわ男女共同参画相談プラザ調べ 
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② 性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」の相談受付状況 

 
  令和６年度の相談受付件数は 290件あり、被害内容別では「不同意性交」が 110件と最も多くな

っています。匿名での相談受付であるため、性別の件数は不明です。 

 

＜対応方法別＞ 

  R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

電話相談 265 365 496 365 473 253 

面接相談 39 18 10 5 20 16 

法律相談 8 11 6 2 4 7 

心の相談 1 5 3 0 8 14 

合計 313 399 515 372 505 290 

 

＜相談者別＞ 

  R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

本人 231 323 471 343 424 220 

家族・親族 69 58 18 8 64 49 

知人・友人 5 8 17 7 7 8 

その他 8 10 9 14 10 13 

合計 313 399 515 372 505 290 

 

＜被害内容別＞ 

  R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

不同意性交 114 82 194 186 293 110 

不同意わいせつ 100 103 94 40 56 58 

ＤＶ 25 7 20 4 23 4 

性虐待 23 30 5 2 8 16 

その他性暴力 26 59 77 27 85 68 

その他 25 118 125 113 40 34 

合計 313 399 515 372 505 290 

 

      資料：性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」調べ 
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③ ＳＮＳを活用した心のケア相談の状況 

 

   本県障害福祉課において、心の変調が生じた方の不安やストレスを軽減するため、LINEで心の

健康に関する相談を受け付けています。 

令和５年度、令和６年度の集計では、女性からの相談件数が男性の２倍以上となっており、20

代を中心に幅広い年代の方から相談がありました。主な相談内容としては、メンタルの不調、勤

務関係、家族関係の順に多くなっています。 

 

＜相談者年代別＞ 

年齢 

令和５年度  令和６年度 

男性 女性 未回答 合計  男性 女性 未回答 合計 

10歳未満 0 0 1 1  0 3 0 3 

10歳代 128 343 6 477  51 204 8 263 

20歳代 521 381 57 959  255 427 5 687 

30歳代 99 557 2 658  158 256 2 416 

40歳代 37 343 74 454  32 389 2 423 

50歳代 60 181 33 274  55 223 3 281 

60歳代 1 79 0 80  3 24 0 27 

70歳代～ 0 0 0 0  0 7 0 7 

答えたくない 1 1 20 22  37 35 434 506 

合計 847 1,885 193 2,925  591 1,568 454 2,613 

 

＜主な相談内容（複数回答あり）＞ 

相談種類 

令和５年度  令和６年度 

男性 女性 未回答 合計  男性 女性 未回答 合計 

家族 65 488 32 585  25 239 24 288 

健康 137 176 14 327  66 166 6 238 

経済生活 108 337 28 473  51 222 7 280 

勤務 280 357 18 655  115 245 14 374 

男女 125 173 1 299  94 111 5 210 

学校 60 140 3 203  20 34 3 57 

メンタル不調 366 772 93 1,231  170 452 34 656 

自殺念慮 22 107 49 178  20 17 7 44 

その他 228 549 56 833  170 446 380 996 

合計 1,391 3,099 294 4,784  731 1,932 480 3,143 

 

                  資料：香川県障害福祉課調べ 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

（件） 


